
毒物及び劇物取締法 業務上取扱者の取扱規定について 
 
第 22条第 5項（業務上取扱者）  
 第 11条，第 12条第 1項及び第 3項，第 16条の 2並びに第 17条第 2項から第 5項まで
の規定は，毒物劇物営業者，特定毒物研究者及び第 1 項に規定する者以外の者であって厚
生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。 

業種 事務種別
登録権限者

／届出先 有効期間
取扱 
責任者 取扱規定

製造業，輸入業 登録 地方厚生局長

（一部は都道府県知事）
５年 要設置 適用 

一般販売業 
農業用品目販売業 販売業 
特定品目販売業 

登録 
都道府県知事

保健所を設する市の市長

又は特別区の区長 
６年 要設置 適用 

要届出業種 届出 都道府県知事 永久 要設置 適用 業務上 
取扱者 その他の業種 なし ──── ── ─── 適用 

特定毒物研究者 許可 都道府県知事 永久 要設置 適用 
 
第 11条（毒物又は劇物の取扱）  
１ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は，毒物又は劇物が盗難にあい，又は紛失するこ 
とを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 11条（毒物又は劇物の取扱） 
２ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は，毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含 
有する物であつて政令で定めるものがその製造所，営業所若しくは店舗又は研究所の外

に飛散し，漏れ，流れ出，若しくはしみ出，又はこれらの施設の地下にしみ込むことを

防ぐのに必要な措置を講じなければならない。  
３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所 
の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これら

の物が飛散し，漏れ，流れ出，又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければ

ならない。  
４ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物について 
は，その容器として，飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。 



第 12条（毒物又は劇物の表示） 
１ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は，毒物又は劇物の容器及び被包に，「医薬用外」 
の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字，劇物については白地に

赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。  
３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、 
「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示

しなければならない。 
 
第 16条の 2（事故の際の措置） 
１ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は，その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第 11 
条第 2 項に規定する政令で定める物が飛散し，漏れ，流れ出，しみ出，又は地下にしみ
込んだ場合において，不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれが

あるときは，直ちに，その旨を保健所，警察署又は消防機関に届け出るとともに，保健

衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。  
２ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は，その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい， 
又は紛失したときは，直ちに，その旨を警察署に届け出なければならない。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第 15 条の 2（廃棄）  

 毒物若しくは劇物又は第 11条第 2項に規定する政令で定める物は，廃棄の方法について
政令で定める技術上の基準に従わなければ，廃棄してはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 毒物劇物の危害は，事業所によって取り扱う種類や態様，作業手順，異常事態の内容な

どあらゆる点で異なります。各事業所がその実情に応じた危害防止対策を自主的な規範に

まとめたものが「毒物劇物危害防止規定」です。 
 
 
 
 
 
 


